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（西原町次世代育成支援行動計画）≪平成 22 年度～26年度 後期計画≫ 

 

★次世代育成支援行動計画について 

地域を取り巻く環境の変化等にともなう急速な少子化の流れをかえるため、国は平成 15 年 7 月に「次世

代育成支援対策推進法」を制定、県及び市町村並びに事業主に対し子育て支援等に関する次世代育成支

援行動計画の策定を義務付けました。これに伴い本町では「西原町次世代育成支援行動計画（前期計

画）」を策定し、平成 22 年 3 月には「西原町次世代育成支援行動計画（にしはらわらびプラン 2010）」を策定

しています。 

この進捗状況については次世代育成支援対策推進法第 8 条第 5 項により、毎年度地域に公表すること

が義務付けられています。 

なお、本計画（子育て計画）は平成 26 年度が計画の最終年度であり、平成 27 年 11 月 2 日に開催された

西原町次世代育成支援対策地域協議会においては、実績の点検に加え、後継計画である「西原町子ども

子育て支援行動計画（ゆいまーるにしはらわらびプラン 2015）」へ子育て計画が引き継がれることが確認さ

れました。 

 

１．地域における子育て支援 

①「通常保育事業の拡充」⇒小川保育園の定員を前年度までの 60名から 70名へ増員しました。また、

さわふじ保育園の定員も前年までの 60名から 100 名へ増員、定員の拡大を図りました。 

 

②「延長保育事業の充実」⇒延長保育利用実績集計数（延人数）は 14,770 人となっており、前年度

実績と比較して 1,348 人の増となっています。 

 

③「病後児保育の推進」⇒与那原町・中城村との 3 町村広域運営で実施しており、西原町の延べ利用 

者数は 405 人となっており、前年度実績と比較して 61人の増となっています。 

 

④「放課後児童健全育成事業の推進」⇒放課後児童クラブの補助交付団体は昨年同様 8 か所とし、受

け入れ児童数が 293 人となっており、実績数で前年度実績と比較して 15 人の増となっています。

引き続き各放課後児童クラブの経営健全化のための助言・指導を行います。 

 

⑤「ファミリーサポートセンターの設置」⇒平成 24 年 4 月 1 日に与那原町と中城村合同で設立し、 

3町村広域で事業を実施しております。会員登録数の内訳は、おねがい会員が 229人となっており、

前年度実績と比較して 25人の増、「サポート会員」は 54人で前年度実績と比較して 5 人の増、「両方

会員」は 12 人で、前年度実績と比較して 5 人の増となっています。 

 

⑥「児童館活動の充実」⇒マミーキッズや地域対象講座は継続的に開催し定着しています。各児童館

合同イベントの「児童館フェスティバル」や「巨大迷路」等も引き続き行われており、学校区を越

えた展開をしています。また、厚生員の資質・技術向上のため各種研修に参加しています。平成

26 年度の延べ利用児童数は 3 館合計で、45,619 人となっています。 

 

⑦「図書館子育て情報提供の充実」⇒西原町立図書館は毎月 1 万人余の入館者数を誇っており、平成

26 年の実績は 12,214 名となっています。引き続きクオリティの維持・充実を図ってまいります。 

 



⑧「子ども手当（児童手当）の支給」⇒家庭における子育ての経済的支援の充実のため子ども手当を

支給しています。平成 26年の実績は 65,971 名となっています。 

 

２．母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進 

①「親子健康手帳の交付時の指導」⇒保健師や栄養士が面接を行い、子育て支援に関する情報提供を

行います。平成 26年度の親子健康手帳交付件数は 374件となっています。 

 

②「妊婦健康診査の推進」⇒ハイリスク妊産婦の早期把握を目指し、医療機関や保健所等と連携して 

います。公費助成を平成 21 年度以降 14回としています。 

 

③「各種訪問指導」⇒新生児出産届等により家庭訪問し、子育て相談や支援情報の提供を行っており、

今後とも充実をめざしてまいります。 

実績：○a 新生児訪問指導の実績 109件 

○b こんにちは赤ちゃん事業の実績 340件 

○c 乳児訪問指導の実績 ※上記事業と同時に展開 

 

④「予防接種率の向上」⇒各種保健事業や広報等、また西原町子育てネットワーク会議より関係機関 

へ周知しています。転入手続きがある場合、対象となる世帯については、母子保健窓口へ案内を行 

っており、引き続き予防接種の必要性をアピールしてまいります。。 

   （実施接種）：BCG・DPT・不活性ポリオ・DT・DPT-IPV・日本脳炎・MR・Hib・肺炎球菌・水痘 

 

④「学校における食育の推進」⇒各学校単位規模で食生活改善推進員と栄養士が連携し子どもの実態 

と保護者への啓発活動を行っています。新たに食育 SAT システムを購入し食育事業を展開していま 

す。 

 

⑤「思春期保健対策の充実」⇒保健体育、学校保健年間計画により指導推進しています。 

 

３．子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

①「読書活動の推進」⇒読書活動の向上のため、PTAやボランティアによる「本の読み聞かせ」や読 

書への興味や関心を高める取り組みを行っています。 

   （町立図書館の取り組み）：子ども読書週間・お話会・紙芝居・英語読み聞かせ会・読みあい 

ネットワーク「喜楽星」の事業 

（学校の取り組み）：読書月間・読書週間・読書活動年間計画の作成など 

 

②「学校の安全対策の充実」⇒危機管理マニュアルの周知徹底を図り、老朽化が進んだ幼稚園・学校 

施設の修繕に努めます。 

 

③「家庭教育学級の推進」⇒各小中学校 PTAの役員を中心に、家庭教育学級を 20回開催しました。 

参加延べ人数は 1,021 人となっています。 

 

４．職業生活と家庭生活との両立の推進 

①「少子化対策対策普及啓発の推進」⇒子育てママを対象とする講座の開設や、チラシ配布等の広報 

活動を行っています。 

 



５．子ども等の安全の確保 

①「交通安全思想の普及啓発」⇒年 4回（春夏秋冬）の交通安全推進運動等の交通安全普及開発事業 

を実施しています。 

（活動実績）：交通安全運動・朝のあいさつ運動・交通安全推進運動・通学路見守り行動 

 

②「夜間パトロールの推進」⇒毎月第 3金曜日に「少年を守る日」、夏休み期間の夜間巡回指導を実 

施しています。 

   （夏休み夜間巡回指導実績）：実施回数 15回・参加者：466 名 

 

６．要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

①「要保護児童対策の充実」⇒要保護児童対策地域協議会の臨時職員を 2人体制とし、事務局体制強

化を図っています。 

（相談件数）：133件 

 

②「訪問による虐待防止活動の推進」⇒新生児訪問指導やこんにちは赤ちゃん事業等の訪問活動を実

施しています。 

 

③「親子療育事業の実施」⇒乳児健診で把握した発達が気になる親子さんへの支援として平成 22 年

度より実施しています。不参加が続いた場合には定期的に確認を行っています。 

 

④「障がい児保育の充実」⇒公立保育所 1 か所・認可保育園 4 か所で実施しています。 

 

⑤「放課後児童クラブの障がい児預かりの充実」⇒放課後児童クラブ（学童）へ専門支援員を派遣し

ています。 

 

⑥「特別支援教育の充実」⇒町内小学校へ 14 人、中学校へ 5 人の特別支援教育支援員を派遣してい

ます。 

 

⑦「児童扶養手当の支給」⇒父親と生計を同じくしていない母親または児童を養育する者に対し、生

活の安定と自立を助成しています。 

 

  問合せ先：西原町役場 こども福祉課 子育て支援係 電話：945-5311 ＦＡＸ：945-6770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



西原町次世代育成支援行動計画 目標数値達成状況 

 

指標 

計画 

目標 

（H26） 

数 値 

平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 

通常保育事業 箇所数 8 8 9 9 9 9 

保 育 児 童

数 
1,035 

790 

（876） 

921 

（880） 

952 

（880） 

1,040 

（970） 

1,125 

（990） 

 0～3歳 

未 満 
520 

362 

（425） 

448 

（407） 

446 

（407） 

503 

（456） 

777 

（690） 

3歳以上 515 
428 

（451） 

473 

（473） 

506 

（473） 

537 

（514） 

348 

（300） 

幼稚園の預か

り保育 

箇所数 4 4 4 4 4 4 

定員数 210 210 210 210 210 210 

延長保育事業 箇所数 9 8 9 9 9 9 

定員数 50 40 50 50 50 50 

病後・病後児保

育事業 

（病後児対応） 

箇所数 1 1 1 1 1 1 

一時預かり事

業（保育所型） 

箇所数 
3 2 3 3 3 3 

放課後児童健

全育成事業 

箇所数 6 5 7 7 8 8 

児童数 180 180 225 245 278 293 

地域子育て支

援拠点事業 

（地域子育て

支援センター） 

箇所数 4 2 2 2 2 2 

（ ）書きは定数 

 


